
様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宮崎市防災ラジオの有償配付

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

危機管理部危機管理課

個人情報ファイルの利用目的 防災ラジオ有償配付における本人の資格審査のために利用

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号

記 録 範 囲 防災ラジオ申込書を提出した者及び代理人

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人及び代理人から提出された申込書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
■含む □含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 災害対応事務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

危機管理部危機管理課

個人情報ファイルの利用目的

災害対応事務

（市職員招集メール、電話・ＦＡＸ災害情報発信サービス、通報

受付、動員記録簿、避難者情報）

記 録 項 目
市職員：氏名、メールアドレス、所属課、役職

市民等：氏名、住所、性別、年齢、連絡先、心身の状況

記 録 範 囲 市職員、市民等

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人もしくは、代理人による、登録・申請・通報・申し出

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
■含む □含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ■無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 放置自転車等保管台帳

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

危機管理部地域安全課

個人情報ファイルの利用目的
市道等に放置され、移動保管されている自転車を持ち主に返還す

るために利用する。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号

記 録 範 囲 放置自転車の持ち主

記 録 情 報 の 収 集 方 法 県警本部への照会

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 地域協議会運営業務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部地域コミュニティ課

個人情報ファイルの利用目的 地域協議会委員

記 録 項 目 １ 氏名 ２住所 ３ 電話番号

記 録 範 囲 本人

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの届出

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宮崎市地域のまちづくりに関する市民意識調査

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部地域コミュニティ課

個人情報ファイルの利用目的 調査依頼の送付のため

記 録 項 目 １ 氏名 ２住所

記 録 範 囲 本人

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住民基本台帳からの無作為抽出

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ■無

備 考 －





様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 MICJET住民記録システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部 市民課

個人情報ファイルの利用目的 住民に関する記録や印鑑登録記録の適正な管理を図るため

記 録 項 目

（１）住民基本台帳ファイル

＜住民基本台帳情報＞

１．宛名番号

２．住民票コード

３．個人番号

４．世帯番号

５．氏名情報

６．生年月日

７．性別

８．現住所情報

９．住民区分（日本人、外国人）

１０．世帯主情報

１１．続柄

１２．住民となった年月日

１３．住民となった届出年月日

１４．住民となった事由

１５．住所を定めた年月日

１６．住所を定めた届出年月日

１７．前住所情報

１８．転入元住所情報

１９．転出先住所情報

２０．本籍・筆頭者情報

２１．備考欄履歴情報

２２．事実上の世帯主情報

２３．消除情報

２４．外国人住民となった年月日（外国人住民のみ）

２５．国籍（外国人住民のみ）

２６．法３０条４５規定区分（外国人住民のみ）

２７．在留カード等の番号（外国人住民のみ）

２８．在留資格情報（外国人住民のみ）

２９．通称（外国人住民のみ）

３０．通称の記載と削除関する事項（外国人住民のみ）

３１．個別記載情報（国民健康保険、後期高齢者医療保険、児童

手当、介護保険、国民年金、選挙）



３２．転出予定者情報

３３．除票住民票情報

＜付帯事務情報＞

３４．証明書発行履歴情報

３５．異動履歴情報

３６．住基カード発行状況

３７．個人番号カード等情報

３８．自動交付機カード情報

３９．在留カード等情報

４０．法務省通知履歴

４１．市町村通知履歴

４２．戸籍附票通知履歴

４３．処理停止情報

＜印鑑情報＞

４４．印鑑登録情報

４５．印影情報

４６．印鑑登録異動履歴

４７．印鑑証明書発行履歴

＜カード利用者管理情報＞

４８．自動交付カード情報、自動交付カード資格情報

４９．自動交付カード履歴

５０．自動交付カード資格履歴

５１．カナ旧氏

５２．旧氏

記 録 範 囲 宮崎市民

記 録 情 報 の 収 集 方 法
住民異動届、印鑑登録申請書、住民基本台帳ネットワーク連携、

基幹システム連携、入管庁連携システム、スマート窓口システム

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
■含む □含まない

記録情報の経常的提供先

転出先自治体、本籍地自治体、住民基本台帳ネットワークシステ

ム、庁内業務システム、入管庁連携システム、スマート窓口シス

テム

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 かんたん窓口システム（おくやみシステム）

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部市民課

個人情報ファイルの利用目的
死亡後の手続きについてワンストップで受付を行う

印鑑登録関連手続きについて受付を行う

記 録 項 目
届出者氏名、届出者氏名フリガナ、届出者住所、届出者生年月日

、届出者連絡先、死亡者氏名、死亡者住所、死亡者生年月日

記 録 範 囲 死亡者、届出者

記 録 情 報 の 収 集 方 法

住民異動届、印鑑登録申請書、住民基本台帳ネットワーク連携、

基幹システム連携、入管庁連携システム、個人番号カードのスキ

ャン

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
■含む □含まない

記録情報の経常的提供先 死亡手続きに係る関係課

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 MICJET戸籍システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部 市民課

個人情報ファイルの利用目的 個人の身分関係を整理し、戸籍の登録公証を行うため

記 録 項 目
本籍地、筆頭者、氏名、生年月日、続柄、父母氏名、身分事項、

住所の履歴、罪名

記 録 範 囲 宮崎市に本籍地を置く者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 戸籍関係届、戸籍連携システム、関係機関通知

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
■含む □含まない

記録情報の経常的提供先 法務省、新旧本籍自治体、住所地自治体

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 MICJET証明発行システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部 市民課

個人情報ファイルの利用目的 住民に関する記録や印鑑登録記録の適正な管理を図るため

記 録 項 目

氏名、住所、生年月日、性別、続柄、世帯主、住民日、住所、本

籍地、筆頭者、住民票コード、国籍、外国人住民日、在留資格、

在留期間、在留カード番号、異動事由、後期高齢資格、印影、カ

ード情報、宛名番号、課税情報、戸籍情報

記 録 範 囲 宮崎市民

記 録 情 報 の 収 集 方 法
MICJET住民記録システム、MICJET戸籍システム、MICJET税システ

ム

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
■含む □含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 スマート窓口システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部 市民課

個人情報ファイルの利用目的 住民基本台帳法に基づき住民基本台帳へ記載するため

記 録 項 目

１．受付ID
２．ライフイベント区分
３．処理場所
４．異動日
５．届出日
６．電話番号
７．申請書番号
８．異動者順序
９．個人番号
１０．宛名番号
１１．住民区分
１２．世帯番号
１３．世帯主名
１４．世帯主住民票コード
１５．旧世帯番号
１６．旧世帯主名
１７．旧世帯主住民票コード
１８．住民票コード
１９．氏名優先区分
２０．備考氏名表示欄区分
２１．カナ氏名
２２．漢字氏名
２３．カナ通称
２４．漢字通称
２５．英字氏名
２６．新住所内外区分
２７．新住所区分
２８．新住所自治体コード
２９．新住所コード
３０．新番地
３１．新枝番
３２．新小枝番
３３．新枝番3
３４．新住所番地編集区分



３５．新住所郵便番号
３６．新日本語住所
３７．新方書コード
３８．新方書
３９．旧住所内外区分
４０．旧住所区分
４１．旧住所自治体コード
４２．旧住所コード
４３．旧番地
４４．旧枝番
４５．旧小枝番
４６．旧枝番3
４７．旧住所番地編集区分
４８．旧住所郵便番号
４９．旧日本語住所
５０．旧方書コード
５１．旧方書
５２．本籍地内外区分
５３．本籍地区分
５４．本籍地住所コード
５５．本籍地番地
５６．本籍地枝番
５７．本籍地小枝番
５８．本籍地枝番3
５９．本籍地
６０．筆頭者
６１．続柄コード1
６２．続柄コード2
６３．続柄コード3
６４．続柄コード4
６５．性別コード
６６．生年月日
６７．和暦生年月日
６８．国籍
６９．第３０条４５規定区分
７０．在留資格
７１．在留期間
７２．在留期間満了日
７３．在留カード番号
７４．本人確認コード
７５．住基カード区分
７６．国保資格
７７．後期高齢資格
７８．年金資格
７９．児童手当資格
８０．介護資格

記 録 範 囲
住民異動届を申請した区域内の住民（住基法第５条（住
民基本台帳の備付け）に基づき住民基本台帳に記録され



た住民を指す）及び他の市町村または国外から宮崎市の
区域内に住所を変更した者

記 録 情 報 の 収 集 方 法

届出人からの聞取りや記入、マイナンバーカードのスキ
ャン、在留カードのスキャン、転出証明書のスキャン、M
ICJET住民記録システム

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
■含む □含まない

記録情報の経常的提供先 MICJET住民記録システム

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ■無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 QRコード付き申請書情報（送付予定）

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的
個人番号カード未取得者に対するQRコード付き交付申請書の再送

付

記 録 項 目
１氏名、２生年月日、３住所、４性別、５住民票コード、６宛名

番号、７消除事由

記 録 範 囲 個人番号カード未取得者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 J-lis（地方公共団体情報システム機構）からの提供

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人番号一時停止管理簿

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの一時停止管理に利用する。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５宛名コード

記 録 範 囲 個人番号カードの一時停止した者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの電話での聞き取りや提出された書類

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人番号カード回収管理簿

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの回収の管理に利用する。

記 録 項 目 １氏名、２生年月日、３回収日、４回収理由、５回収場所

記 録 範 囲 個人番号カードを返納した者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 返納された個人番号カード

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人番号カード交付管理簿

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの交付管理のために利用する。

記 録 項 目
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５住民票コード、６宛名

コード、７交付窓口、８交付完了日

記 録 範 囲 個人番号カードの交付申請者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 地方公共団体情報システム機構から送付されるリスト

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 更新対象通知発送者検索シート

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの交付管理のために利用する。

記 録 項 目
１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５住民票コード、６有効

期限

記 録 範 囲 個人番号カードの交付申請者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 地方公共団体情報システム機構からの提供データ

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 マイナンバーカード再交付申請者発行管理簿

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的 個人番号カードの再交付申請管理に利用する。

記 録 項 目 １氏名、２生年月日、３住民票コード、４理由

記 録 範 囲 マイナンバーカードの再交付申請した者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 発行停止対象者リスト

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的
個人番号カードを使っての各種証明書のコンビニ交付の利用を希

望しない者の管理に利用する。

記 録 項 目 １氏名、２性別、３生年月日、４宛名番号

記 録 範 囲
個人番号カードを使っての各種証明書のコンビニ交付の利用を希

望しない者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの申出。

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 個人番号カード未交付者データ

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部マイナンバーカード推進課

個人情報ファイルの利用目的
個人番号カードの交付申請をされた方のうち、受け取りに来られ

ていない方へ再通知やカードの破棄を行うために利用する。

記 録 項 目
１氏名、２住所、３宛名番号、４交付窓口、５異動事由、６住民

日

記 録 範 囲
個人番号カードの交付申請者のうち、受け取りに来られていない

方

記 録 情 報 の 収 集 方 法 個人番号カード交付管理簿と住基情報の突合

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 特定非営利活動法人の認証事務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部文化・市民活動課

個人情報ファイルの利用目的 特定非営利活動法人の円滑な活動のため

記 録 項 目 １氏名 ２生年月日 ３住所 ４電話番号

記 録 範 囲 特定非営利法人の代表者及び役員等

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの特定非営利法人設立の認証申請書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
☑含む □含まない

記録情報の経常的提供先 内閣府（NPO情報管理・公開システム(内閣府ポータルサイト)）

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

特定非営利活動促進法 第10条４項

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称
宮崎市公共施設予約案内システム（宮崎市民文化ホー

ル）

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部文化・市民活動課

個人情報ファイルの利用目的 宮崎市民文化ホールの利用者登録及び使用申請のため

記 録 項 目
１氏名２生年月日３住所４電話番号

５職業・職歴６所属団体

記 録 範 囲 宮崎市民文化ホールを利用しようとするもの

記 録 情 報 の 収 集 方 法

・本人からの宮崎市民文化ホール使用許可申請書

・団体概要書

・本人からの宮崎市民文化ホール減免使用申請書

・指定管理者からの返還

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 指定管理者（減免申請）

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宮崎市公共施設予約案内システム（宮崎市民プラザ）

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部文化・市民活動課

個人情報ファイルの利用目的 宮崎市民プラザ利用者登録及び使用申請

記 録 項 目
１氏名２生年月日３住所４電話番号

５職業・職歴６所属団体

記 録 範 囲 宮崎市民プラザを利用しようとするもの

記 録 情 報 の 収 集 方 法

・本人からの宮崎市民文化ホール使用許可申請書

・団体概要書

・本人からの宮崎市民文化ホール減免使用申請書

・指定管理者からの返還

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 指定管理者（減免申請）

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宮崎市清武文化会館利用登録者一覧

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部文化・市民活動課

個人情報ファイルの利用目的 宮崎市清武文化会館利用者登録及び利用申請のため

記 録 項 目 １氏名 ２生年月日 ３住所 ４電話番号 ５所属団体

記 録 範 囲 宮崎市清武文化会館を利用しようとするもの

記 録 情 報 の 収 集 方 法 指定管理者からの返還

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 -

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

-

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 -



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 市民活動センター運営事務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部文化・市民活動課

個人情報ファイルの利用目的 市民活動センター団体登録及び使用のため

記 録 項 目
１氏名 ２住所 ３電話番号 ４職業・職歴
５所属団体

記 録 範 囲 市民活動センター団体登録及び施設を使用しようとするもの

記 録 情 報 の 収 集 方 法 指定管理者からの返還

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 -

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

-

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 -



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称
宮崎市公共施設予約案内システム（宮崎市男女共同参画
センター）

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部 文化・市民活動課

個人情報ファイルの利用目的
・宮崎市男女共同参画センター利用者登録及び使用許可のため

・使用料減免及び還付手続きのため

記 録 項 目
１氏名 ２生年月日 ３住所 ４電話番号

５職業・職歴 ６所属団体 ７ 口座情報

記 録 範 囲 宮崎男女共同参画センターを利用しようとするもの

記 録 情 報 の 収 集 方 法

・利用者登録・変更申請

・団体概要書

・使用許可申請書

・使用料減免申請書

・使用料還付金請求書

・使用料明細通知・収納済通知申請書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 指定管理者

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宮崎市男女共同参画センター運営事務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

地域振興部 文化・市民活動課

個人情報ファイルの利用目的
・自主講座受講者の把握のため

・相談業務の記録のため

記 録 項 目
１氏名 ２生年月日 ３住所 ４電話番号

５職業・職歴 ６所属団体

記 録 範 囲 宮崎男女共同参画センターを利用しようとするもの

記 録 情 報 の 収 集 方 法
・自主講座受講者一覧

・相談記録

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
☑含む □含まない

記録情報の経常的提供先 指定管理者

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
☑法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 宮崎市葬祭センター使用許可証

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境政策課

個人情報ファイルの利用目的 火葬業務の管理事務を行うため

記 録 項 目 １氏名、２氏名 ３死亡者との続柄

記 録 範 囲 宮崎市葬祭センター使用許可申請者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 宮崎市葬祭センター使用許可申請者本人から収集

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
■法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 市営墓地管理システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境政策課

個人情報ファイルの利用目的 市営墓地使用者の管理を行うため

記 録 項 目 １氏名、２住所 ３本籍 ４ 生年月日 ５電話番号

記 録 範 囲 墓地使用者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 墓地使用者本人から収集

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

■有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 墓地・納骨堂等に関するアンケート調査

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境政策課

個人情報ファイルの利用目的 墓地・納骨堂等に関するアンケート調査書発送のため

記 録 項 目 １氏名、２生年月日・年齢、３住所

記 録 範 囲 本人

記 録 情 報 の 収 集 方 法
２００３年１月４日以前に生まれた方を無作為抽出

（令和５年１月４日現在で２０歳以上の方）

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ■含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ■無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 一般廃棄物処理手数料減免申請管理処理システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境業務課

個人情報ファイルの利用目的 宮崎市一般廃棄物処理手数料減免者の特定を行うため

記 録 項 目

１氏名、２続柄、３生年月日、４年齢、５住所、６家族状況、

７公的扶助等、８課税納税状況、９その他（要介護度、手当受給

の有無）

記 録 範 囲 一般廃棄物処理手数料減免申請書を提出した者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ü含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

ü法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称
生ごみ処理器支給・電動生ごみ処理機購入費補助金交付
申請履歴データベース

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境業務課

個人情報ファイルの利用目的 審査事務における本人の資格審査のために利用する。

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日

記 録 範 囲
生ごみ処理器支給申請書および電動生ごみ処理機購入費補助金交

付申請書を提出した者（平成９年度以降）

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 粗大ごみ収集運搬事務（logoフォーム）

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境業務課

個人情報ファイルの利用目的 粗大ごみ収集依頼者の特定・確認のため

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４口座番号（手数料還付時のみ）

記 録 範 囲 粗大ごみ収集運搬依頼者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人からの依頼

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ü含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

ü法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ü無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 ごみ集積所飛散防止ネット支給事務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境業務課

個人情報ファイルの利用目的 防護ネット支給のため

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号

記 録 範 囲 宮崎市ごみ集積所防護ネット支給申請書を提出した内容

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申請書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 し尿汲取管理システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境業務課

個人情報ファイルの利用目的 し尿汲取利用者の確認

記 録 項 目
１利用者氏名、２利用者住所及び送付先、３電話番号

４口座情報（口座振替利用者のみ）

記 録 範 囲 し尿汲取利用者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された届出書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
☐法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 分別大使関係事務

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境業務課

個人情報ファイルの利用目的 通知文等の発送、長期従事者に対する表彰者選定のため

記 録 項 目
１氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５自治会名、６任命

日

記 録 範 囲 提出された分別大使選任名簿の内容

記 録 情 報 の 収 集 方 法 自治会長から提出された届出書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 井戸台帳整備事業

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境指導課

個人情報ファイルの利用目的

水質汚濁防止法において、地下水の常時監視の効率化を図るとと

もに、地下水の汚染が生じた場合の汚染範囲の把握や健康被害の

防止に迅速に対応するため、井戸の情報を収集し、台帳として管

理するため

記 録 項 目

１氏名、２住所、３電話番号、４井戸の用途（飲用、雑用、

農業用等）、５井戸の深さ、形状、６災害時に提供の可否

記 録 範 囲 井戸台帳調査票作成時の井戸所有者、管理者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 井戸台帳調査票

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 公設合併処理浄化槽使用料管理システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境施設課

個人情報ファイルの利用目的 公設合併処理浄化槽使用者管理のため利用する。

記 録 項 目
氏名、生年月日及び年齢、電話番号、居住状況、口座番号、課

税・納税状況

記 録 範 囲 公設合併処理浄化槽設置申出書及び届出書を提出した者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された申出書又は届出書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 浄化槽管理システム

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境施設課

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽法に基づく監督・指導等のために利用する。

記 録 項 目 氏名、住所、電話番号

記 録 範 囲 浄化槽設置届及び設置概要書を提出した者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人から提出された届出書

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

☑有 □無

備 考 ―



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 エコクリーンプラザみやざきごみ搬入計量データ

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境施設課

個人情報ファイルの利用目的
エコクリーンプラザみやざきへの廃棄物搬入の可否判断及びごみ

処理手数料徴収のため

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４車両番号、５所属団体

記 録 範 囲 エコクリーンプラザみやざきに廃棄物を直接搬入する者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人への聞き取り及び身分証明書の確認

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 －

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

－

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 －



様式第４号（第３条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 浄化槽管理システム（浄化槽処理人口算定）

実 施 機 関 の 名 称 宮崎市長

個 人 情 報 フ ァ イ ル が

利 用 に 供 さ れ る 事 務 を

つ か さ ど る 組 織 の 名 称

環境部環境施設課

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽処理人口算定のため

記 録 項 目 １氏名、２住所、３電話番号、４生年月日、５識別番号

記 録 範 囲 浄化槽管理者

記 録 情 報 の 収 集 方 法 住民基本台帳ファイルからの取り込み

要 配 慮 個 人 情 報 が

含まれるときは、その旨
□含む ☑含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開 示 請 求 等 を 受 理 す る

組 織 の 名 称 及 び 所 在 地

（名 称）宮崎市総務法制課

（所在地）宮崎市橘通西一丁目１番１号 市民情報センター

訂 正 及 び 利 用 停 止 に

関 す る 他 の 法 令 の 規 定

に よ る 特 別 の 手 続 等

―

個人情報ファイルの種別

☑法第60条第２項第１号

（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当する

ファイル

□有 ☑無

備 考 ―


